
 

令和７年度 地域密着型サービス事業者の選定について 

 

１．基本方針 

地域密着型サービスは、日常生活圏域という小さな区域内で提供されるサービスであり、

また、認知症高齢者や要介護度の高い高齢者等を主たる対象とすることなどから、とりわけ

サービスの質の確保に留意し、可能な限り質の高いサービスを提供することができる事業者

を選定します。 

事業者の選定にあたっては、運営基準、その他関係法令を踏まえ、地域密着型サービスの

目的である「利用者が住みなれた地域で生活を継続できる」点が担保できることを前提に、

入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会に意見を聴取します。 

 

２．募集・応募 

 ⑴ 募集期間  令和７年５月２６日～６月９日 

 ⑵ 応募結果  定期巡回・夜間対応型訪問介護看護（募集 1施設）        応募なし 

           小規模多機能型居宅介護 （募集 1施設）                 応募なし 

           認知症対応型共同生活介護（グループホーム）（募集 1施設）   １事業者 

 

３．地域密着型サービス事業予定者の選定方法 

(１) 選定方法 

   事業者の選定は、書類審査、ヒアリング審査、入間市地域包括支援センター及び地域密  

着型サービス等運営協議会からの意見聴取等の後、市長が決定します。 

   

４．スケジュール 

開設計画書の内容審査（一次審査）と開設希望者とのヒアリング（二次審査）を行い、事業

者の適格性を審査します。審査の結果を運営委員会に報告し、意見を聴取したうえで指定

協議を行う法人を選定します。審査結果は、応募した全ての法人に文書で通知します。 

①  一次審査  ・・・令和７年６月中旬（書類審査） 

②  二次審査  ・・・令和７年７月１４日（選定委員会によるヒアリング） 

③  運営協議会 ・・・令和７年７月２４日 

④ 法人決定   ・・・令和７年８月 
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   ※法人決定後、令和８（2026）年度末までに開設となります。 

 

５．選定委員会 

選定委員   福祉部長（委員長） 

           健康推進部長（副委員長） 

           福祉部次長 

           健康推進部次長 

           福祉部高齢者支援課長 

           健康推進部介護保険課長 

 

６．二次審査（ヒアリング） 結果 

 ①対象者  認知症対応型共同生活介護（グループホーム）に応募した１事業者 

・メディカル・ケア・サービス株式会社 ※全国３３１施設のグループホームを運営 

 ②ヒアリング評価表（資料 1-3）の評価結果 評価点数 ７６０ 点 

  ※判断基準は、評価項目ごとに各選定委員が、優（５点）・良（３点）・可（１点）・不可（０点）で

評価し、委員６人の最大評価点９００点の７割以上である６３０点をボーダーラインとして

います。 

 

7. 審査の結果を入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会運営 

委員会に報告し、実施事業者の選定に関する御意見及び選定後の指定に向けての御意見を 

お伺いさせていただきます。 

※選定＝実施する事業者として選定(相応しいか)（複数応募の場合は 1業者を選定） 

※指定＝指定とは介護サービス事業所として市が認めること 


